
 

 

町有財産（土地・建物）管理事務について 

 

1. 芽室町町有財産利活用等基本方針 

令和３年９月に芽室町町有財産利活用等基本方針（以下「基本方針」という。）を策定しまし

た。基本方針は、町の保有する公有財産のうち全ての土地と建物を対象とし、町有財産の適正な管

理と公平公正で透明性の高い利活用等により財政健全化に資することを目的としています。 

基本方針において、利活用等の基本的な考えを以下のとおり位置づけしています。 

(1) 公用及び公共用並びに公共性の高い事業での利用を優先する。 

(2) 積極的な情報公開 

(3) 保有する必要性の低い財産は原則処分する。 

(4) 町としての利活用可能性がある財産は貸付等を実施する。 

(1)に該当しない公有財産の利活用について、(2)による情報公開を行い民間需要や提案を受け入

れる態勢を整え、利活用の推進を図ります。その上で、(3)により原則売却等による処分する考え

です。ただし、以下に該当する場合は地域との協議を経て方針を定めることとしています。 

 当該財産が旧保育所、学校など又はその敷地であり当該所在地域の活動の中心として活用されて

いたもの 

 土地についてはその敷地面積が市街化区域にあっては1,000㎡以上、その他の区域にあっては

3,000㎡以上のもの 

 

＊R4.3.31 現在、未利用（随時貸付対象物含む）普通財産のうち土地にあっては山林を除く上記に

該当するもの、建物にあっては、旧保育所等が含まれる 200 ㎡以上のものについては次ページのと

おりです。 

 

2. 貸付状況（R3 年度 都市経営係） 

区分 件数 対象者 備考 

行政財産（土地） 19 件 公共・公益団体、電気通信・自

動販売機設置事業者等 

行政財産の一部使用 

普通財産継続（土地） 19 件 公共・公益団体、電気通信事業

者等 

毎年度更新手続きをして

いるもの 

普通財産随時（土地） 18 件 法人等 現場事務所等 

普通財産継続（建物） 6 件 団体等 旧行政財産の貸付 

普通財産（町有住宅） 11 件 個人  

計 73 件   

 

3. 本事務事業の取り組み 

 基本方針の今後の課題に位置づけしている５つの課題を位置づけしています。１（１）～（４）

を進めるためにも１つ目の課題である行政財産と普通財産の区分の整理を進めています。 
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芽室町公有財産（土地・建物）位置図
《令和４年３月３１日現在》

旧かっこう（土地・建物）

芽室基線(土地）

美生２・３線（土地）

旧渋山小学校（土地）

伏美16線（土地）

伏美24線（土地）

旧渋山保育所（建物）

旧明正保育所（建物）R4解体

旧中伏古保育所（建物）R4解体

旧祥栄保育所、中学校(建物）

旧西士狩保育所（建物）

旧上芽室保育所（建物）

旧上伏古保育所（建物）R4改修

3,000㎡以上の土地（普通財産）

200㎡以上の建物（普通財産）
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